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平成３０年度第１回定時理事会議事録 

 

１ 日 時  平成３０年６月１日（金） 午後１時５０分から３時２０分まで 

２ 場 所  小平市美園町１丁目８番５号 小平市民文化会館会議室 

３ 出席者  教山裕一郎（代表理事・議長）、剣持庸一、篠宮智己     以上３名 

       遅参による出席者  なし 

欠 席 者    栗山丈弘、玉置善己 

監 事 の 出 席 者    久保田節子、松岡芳夫 

監 事 の 欠 席 者    なし 

事 務 局   近藤事務局長兼総務課長、神山事業課長、玉井事業担当係長 

男澤ふるさと村担当係長、杉本管理担当係長、益子総務担

当係長 

４ 議 題 

報告事項 代表理事の職務執行の状況について 

第１号議案「公益財団法人小平市文化振興財団平成２９年度事業報告及び決算について」 

報告事項 ステップアップ実行プログラムと数値目標について 

協議事項 小平市民文化会館 小平ふるさと村指定管理者選定提案書（案）について 

第２号議案「公益財団法人小平市文化振興財団平成３０年度第１回定時評議員会の招集につい

て」 

５ 議事の経過とその結果 

午後１時５０分、教山代表理事（以下「教山議長」という。）が開会を宣言した。 

 

(1) 定足数の確認 

近藤事務局長兼総務課長（以下「近藤事務局長」という。）より、会議成立に必要な定足数につ

いて、理事の現在数５名、会議の定足数３名のところ、本日の出席者３名という報告があり、定款

第３５条の規定により定足数に達しているので会議は成立している旨が確認された。 

 

(2) 報告事項 代表理事の職務執行の状況について 

教山議長から、次のような報告があった。 

代表理事の職務執行状況については、昨年１２月１１日開催の定時理事会で報告を行い、平成２

９年度上半期までの実施状況や財務決算状況等について報告した。今回は、平成２９年度下半期以

降の事業関係及び財務状況等についての報告となる。この後、事務局から詳しく報告するが、ほぼ

当初の計画どおり事業を実施してきた。 

市民文化会館ルネこだいらにおける事業としては、自主事業として、「劇団四季ミュージカル 

アンデルセン」、「音楽の絵本－ブリランテ」、「四派よったり競演会」、「小山実稚恵ピアノ・リサイ

タル」、「こどもオペラ ３匹のこぶた」、「清水ミチコ TALK&LIVE 2018」、「山崎まさよし String 

Quartet2018 "BANQUET"」などを実施し、好評を博した。本年度の事業についても、これまでのと

ころ計画どおり実施している。 



 2 

次に、施設管理関連では、空調機ヒートポンプチリングユニットの更新工事を、市の予算で実施

した。また、財団で行った修繕としては、老朽化している設備の緊急修繕のほか、リハーサル室照

明器具の LED化を行うなど計画的に修繕を実施した。このような修繕事業を通して、財団事務局に

対し、市の担当課とよく協議し、施設の健全な維持管理、お客様の安全・安心の確保という観点か

ら、適切な措置を行っていくよう指示を与えた。 

次に、防火・防災等に係る危機管理の強化についてであるが、財団職員をはじめ、舞台スタッフ

などと自衛消防訓練を行うとともに、ＡＥＤ講習会を受講し、応急救護方法を学んだ。 

小平ふるさと村における事業としては、「小平ふるさと村昭和の結婚式」をはじめとして、「麦ま

き日待ち秋のまつり」、「ふるさと村寄席」などを実施し、多くの方にご来場いただいた。また、子

どもたちに人気があり恒例行事となっている「もちつき・鏡もちづくり」、「節分の豆まき」を開催

した。 

次に、５月２５日には、久保田監事及び松岡監事により、平成２９年度の期末監査を実施してい

ただいた。平成２９年度の事業及び経理事務等の執行について、問題なく処理されているとの監査

講評をいただいた。 

以上が直近までの職務実行状況である。 

教山議長からの報告後、特に質疑はなかった。 

 

(3) 第１号議案「公益財団法人小平市文化振興財団平成２９年度事業報告及び決算について」 

近藤事務局長から、次のような報告があった。 

去る５月２５日、久保田監事及び松岡監事により、事業執行状況及び財務諸表等の監査を行って

いただいた。両監事からは、「特に指摘事項はなし」との監査講評をいただいた。今後も、事業及

び財務等の業務執行について、引き続き適正な処理に努めていきたいと考えている。それでは、事

業報告並びに財務諸表等について、それぞれ担当職員から説明させていただく。 

続いて、神山事業課長から、事業報告について次のような説明があった。 

 平成２９年度の事業の実施状況と施設運営状況について説明する。平成２９年度は、小平市民文

化会館、小平ふるさと村の指定管理期間の４年目として、各種事業の充実を図るとともに、利用し

やすい施設を目指し施設運営を行った。初めに、小平市民文化会館である。平成２９年度事業報

告・財務諸表等の冊子の２５ページの総括をご覧いただきたい。小平市民文化会館は、当初の予定

通り５９事業を実施し、入場者５万１８１人の来場をいただいた。昨年度と比較して、４事業、６,

１２４人の減である。自主事業のうち、大ホールで行われた公演の中では、「美輪明宏ロマンティ

ック音楽会」、「ルネこだいら寄席 四派よったり競演会」、「清水ミチコ TALK＆LIVE」、「山崎まさよ

し String Quartet」が完売となったほか、中ホールでは「第 10 回ルネお笑い演芸館」、レセプシ

ョンホールでは、「アフタヌーンコンサート 津軽三味線合奏の世界」、「サロンコンサート オー

ル・コントラバス無伴奏」、「ルネ・ジャズ・ピット 小林陽一 Monks Trio with 飯田さつき」な

どが完売となった。次に、本日配布した平成２９年度の事業計画にそって説明する。平成２９年度

は、①「吹奏楽のまち小平」の推進、②子育て世代向けの企画の充実、③多様な芸術文化要望に応

える企画の実施の３つを事業目標として掲げて事業を実施した。 

目標の一つ目、「『吹奏楽のまち小平』の推進事業」としては、冊子１６ページの東京吹奏楽団に

よる吹奏楽クリニックを中高生を対象に行い、技術の向上を支援するとともに、全国大会記念演奏
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会、１７ページの吹奏楽フェスティバルなどの発表の機会の提供や、１３ページから１５ページの

出前コンサート、陸上自衛隊音楽隊、東京消防庁音楽隊演奏会など、吹奏楽に触れる機会の提供を

行った。 

二つ目の「子育て世代向けの事業」としては、１２ページの夏休みフェスタで、様々な団体との

協力により子ども向けの企画を実施した。また、９ページ（２５）音楽の絵本、１０ページ（３

２）子どもオペラ「３匹のこぶた」では、千人を超える来場者があり、多くの親子に楽しんでいた

だいた。 

三つ目の多様な芸術文化要望に応える事業としては、６ページの（３）の八千草薫さんが主演の

演劇「これはあなたのもの」、７ページ（１３）のクラシックバレエ「チャイコフスキー夢の三大

バレエ」、８ページ（１５）の松竹大歌舞伎「八代目中村芝翫襲名披露」、（２０）劇団四季ミュー

ジカルなどを行い、クラシックだけではなく様々な芸術文化要望に応えるよう、多彩な公演を実施

した。また、新たな取組みとしては、２３ページ「彫刻のアトリエをのぞいてみよう」を実施した。

これは、平櫛田中彫刻美術館、武蔵野美術大学彫刻科との連携事業で、展示室をアトリエとして滞

在制作を行い、その制作過程を見学できるというものである。この中の１日は、ワークショップを

開催し、彫刻の体験を実施した。ここで制作された作品は、平櫛田中彫刻美術館の記念館で展示さ

れ、両施設の新たな連携として大きな効果があったと考えている。今年度も３者の連携事業として、

夏休みに実施をするよう、現在調整を行っている。 

個別の事業としては、６ページから２５ページに掲載している。全体としては、６ページからの

鑑賞系事業は３５事業、２８，７１１人、１２ページからの啓発系事業は、１０事業７，４１７人、

１６ページからの育成系事業は、４事業６，５０４人、１８ページの支援系事業は、４事業２，３

２８人、２３ページからの地域の振興に関する事業は、５事業４，０２５人、２５ページの小平市

からの受託事業は、１事業１，１９６人、合計５９事業、５０，１８１人の来場をいただいた。次

に２６ページ、各施設の利用状況である。大ホールの使用率は、８４．３％、前年度比１．３ポイ

ントの増、中ホールの使用率は、７３．４％、前年度比１．３ポイントの減、レセプションホール

の使用率は、８７．０％、前年度比３．３ポイントの減となっている。練習室１，２，３の使用率

は、ほぼ１００％であり、高い使用率となっている。利用人数は、ホール、展示室、会議室など全

施設合計で２７万４千９１６人、前年度比２，３２７人の増（０．９％増）である。 

次に、２８ページ、施設修繕実績である。主な修繕としては、経年劣化に対する修繕として、大

ホール舞台照明設備調光器盤修繕、非常用発電機部品交換修繕などを行ったほか、ルネハーモニー

室内塗装修繕、リハーサル室照明器具ＬＥＤ化交換修繕などを行い、質の向上を図った。市が行う

工事としては、空調機ヒートポンプチリングユニット更新工事を行った。今後も市と綿密な調整を

行い、計画的かつ効率的な修繕を行っていく。 

次に３０ページ、避難訓練コンサートである。平成２９年度は、初めて中ホールを会場として実

施した。公演中に地震、火災が発生したことを想定し、来場者の避難誘導訓練を行った。また、小

平消防署の協力をいただき、初期消火訓練及び、１１９番通報訓練なども併せて行い、職員のスキ

ルアップを図った。 

次に３１ページ、ルネこだいら友の会会員数の推移である。平成２９年度末で３,０９０人であ

る。以上が平成２９年度、小平市民文化会館の自主事業と施設運営状況等の報告である。 

続いて、小平ふるさと村について説明する。再び冊子の２５ページの総括をご覧いただきたい。
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小平ふるさと村の事業については、当初の予定どおり、４５事業を実施し、１２,３２３人の参加

をいただいた。昨年度と比較して、３６１人の減である。 

本日配布した平成２９年度の事業計画では、①地域の歴史・伝統文化の継承、②地域の振興と賑

わいの創出、③多彩な地域資源との連携の推進の３つを事業目標として掲げて事業を実施した。 

一つ目の地域の歴史・伝統文化の継承事業としては、冊子１９ページの（２）柏もちづくり、

（１２）手打ちうどん作りなどの郷土学習、（７）七夕飾り、（１６）餅つき、（１９）豆まきなど

の伝統行事、２１ページの（２）盆棚飾り、（８）あぼひぼ飾り、（９）まゆ玉飾りなどの展示、１

９ページ（５）ベーゴマ大会などの昔遊び体験などを実施した。 

二つ目の地域の振興と賑わいの創出事業としては、２２ページの（１）花まつり、（５）灯りま

つりなどのイベント、（２）小学生によるよさこい踊りの披露、（６）古民家コンサート、（１１）

ふるさと村寄席などを実施した。新たな取組みとしては、２２ページ、参加事業の（３）建物燻蒸

体験会を実施した。これは、これまで休園日に古民家の建物維持のために行っていた燻蒸作業を公

開し、古民家の保護保全への理解を深めていただこうと実施したもので、日頃見ることのできない

作業の様子や茅葺き屋根の解説などを行い、好評であった。 

三つ目の多彩な地域資源との連携の推進事業としては、２２ページ（９）「『発見こだいら』ふる

さとをアートでつなぐ５日間」を実施した。これは、小平市中央公民館、武蔵野美術大学との連携

で行われたもので、ふるさと村を会場に展示とワークショップを行った。個別の事業としては、１

９ページから２２ページに掲載している。 

全体としては、郷土の歴史的文化の継承事業は、１９ページからの参加事業として、２２事業、

２，２５１人、２１ページの展示事業として１１事業、２２，０１２人、地域の振興に関する事業

は、２２ページの１２事業１０，０７２人である。 

小平ふるさと村での事業全体では、合計４５本の事業を実施し、参加者数は、３万４千３５５人、

前年度比１，０４１人の増、展示事業を除いた参加者数は、１万２千３２３人、３６１人の減であ

る。 

次に２７ページ、入園者数である。６万１千９３９人、昨年と比較して、３千６２８人の減であ

る。これは、夏の酷暑、秋の連続した週末の台風、厳しい冬の低温など天候の影響が大きかったこ

とが要因と考えている。 

次に３１ページ、修繕実績である。主に経年劣化に対応するものとして、トイレ塗装修繕、園内

通路の舗装の修繕、管理棟竹垣・下見板修繕などを行った。今後も市と綿密な調整を行い、計画的

かつ効率的な修繕を行っていく。 

以上が平成２９年度、小平ふるさと村の自主事業と施設運営状況等の報告である。市民文化会館、

ふるさと村の両施設の事業運営については、小平市や小平市文化協会など関係団体との連携をはか

りながら、小平市の文化芸術の振興、及び文化財の保存及び地域文化の伝承を図るとともに、地域

活性化のための事業を展開し、多くの方に来場していただけるような施設運営を行っていく。 

私からの説明は、以上である。 

続いて、近藤事務局長から財務諸表等について次のような説明があった。 

３２ページの「３ 役員等に関する事項」からご報告する。３２ページの「３ 役員等に関する事

項」である。理事・監事の任期については、平成２９年６月２０日で改選され、現在の任期は、平

成３０年度のうち最終のものに関する定時評議員会までとなっている。評議員の任期については、
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平成２７年６月１９日で改選され、現在の任期は、平成３０年度のうち最終のものに関する定時評

議員会までとなっている。 

次に、３３ページの「４ 役員会等に関する事項」である。理事会の開催状況は、記載のとおり

定時理事会を３回、臨時理事会を１回開催した。評議員会は、定時評議員会を３回開催した。議事

事項については、記載のとおり、それぞれ承認をいただいた。 

次の「５ 事業報告の附属明細書」であるが、説明した事業報告の内容以外に「事業報告内容を

補足する重要な事項」に該当する事項はないことから、その旨を記載している。 

続いて平成２９年度決算状況について説明する。 

まず、３６ページの平成３０年３月３１日現在の貸借対照表である。資産の部は、流動資産と固

定資産を合わせた資産合計は、６億３，９４４万９３円となっている。その下の負債の部であるが、

流動負債のみで、その合計は、８，６８０万８１円となっている。正味財産の部の指定正味財産は、

５億円で変更はない。一般正味財産は、５，２６４万１２円で、うち特定資産への充当額は、５,

０００万円となっている。正味財産合計は、５億５，２６４万１２円である。また、負債及び正味

財産の合計は、６億３，９４４万９３円で、中段の資産合計と一致している。 

次に、３７ページの貸借対照表内訳表であるが、これは公益目的事業会計、収益事業等会計、法

人会計の会計区分ごとの内訳を示したもので、右端の合計欄は、先ほど説明した貸借対照表の金額

と一致している。 

次に、正味財産増減計算書であるが、先に、４０ページ、４１ページの正味財産増減計算書内訳

表から説明する。４０ページ上段、Ⅰ一般正味財産増減の部、１経常増減の部、(1)経常収益から

説明する。公益目的事業会計・公１「文化芸術及び地域の振興に係る事業」は、③の事業収入とし

て、チケット売上の自主事業収入や指定管理料の施設管理収入、④の受取民間助成金として、公益

財団法人東京都歴史文化財団フレッシュ名曲コンサート共催分担金の受取助成金、⑦のグッズ売上

や共催事業販売手数料等の雑収入等により、４億５，９３１万８，５８３円であった。収益事業等

会計では、収１「受託チケット等の販売」は、１０１万９，３２５円であった。他１は、指定管理

業務の一部である「市民文化会館の公益目的外貸出」であり、施設管理収入のみで７，５７１万７，

０００円であった。収益事業等会計の合計額は７，６７３万６，３２５円となっている。法人の運

営に係る法人会計は、５年もの国債で運用している収益と小平市補助金で合計２４７万４，９８４

円となり、経常収益の合計額は、５億３，８５２万９，８９２円である。 

次に、中段の(2)経常費用①事業費であるが、公益目的事業会計の合計は、４億６，０１４万７，

１８０円となっている。 

このうち、印刷製本費は情報紙やチラシ、ポスターの印刷費等、広告宣伝費は新聞広告の掲載料

等、手数料は振込手数料や音楽著作権料等、支払助成金は文化協会への補助金となっている。収益

事業等会計の、「収１」の事業費計は、受託チケットの販売等に係る実費相当分として、５４万３，

４８７円である。「他１」の事業費計は、施設の公益目的外貸出等に係る実費相当分として、７，

５７１万７，０００円である。 

なお、平成２９年度の市返還金支出はない。これにより、収益事業等会計全体の事業費計は、７，

６２６万４８７円で、法人会計を除く会計の事業費の合計額は、５億３，６４０万７，６６７円で

ある。 

４０ページ下段から４１ページ上段の②管理費は、法人会計のみの費用で、３４１万５，６６５
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円である。その下の段の経常費用計であるが、右端の、法人会計を含めた全会計の合計は、５億３，

９８２万３，３３２円である。これらの状況から、当期経常増減額は、公益目的事業会計はマイナ

ス８２万８，５９７円、収益事業等会計はプラス４７万５，８３８円、法人会計はマイナス９４万

６８１円となり、全会計合計は、マイナス１２９万３，４４０円となっている。やや下の他会計振

替額であるが、収益事業等会計は、４７万５，８３８円のプラスとなることから、管理費相当分を

控除した４７万２，８０８円について、１／２の額である２３万６，４０４円を公益目的事業会計

に振り替え、同額の２３万６，４０４円を法人会計に振り替えるものでる。当期一般正味財産増減

額は、公益目的事業会計はマイナス５９万２，１９３円、収益事業等会計はプラス３，０３０円、

法人会計はマイナス７０万４，２７７円となり、全会計合計では、マイナス１２９万３，４４０円

で、当期経常増減額と変化はない。その結果、一般正味財産期末残高は、公益目的事業会計は５，

１６１万９２１円、収益事業等会計は２万２，３０２円、法人会計は１００万６，７８９円である。

一番下の今期の正味財産期末残高であるが、法人会計を除き、説明した一般正味財産期末残高と同

額であり、法人会計は指定正味財産５億円を加えて、５億１００万６，７８９円で、右端の合計額

は５億５，２６４万１２円となっている。 

次に、３８ページの正味財産増減計算書である。これは、説明した内訳表の右端の合計欄のみを

総括的に計上したものである。 

次に、４２ページからの財務諸表に対する注記であるが、財務諸表の補足説明資料である。４３

ページには「５ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高」を示している。「８ 引当

金の明細」は、賞与引当金の当期の増減を示している。 

次に、４４ページの附属明細書であるが、「１ 基本財産及び特定資産の明細」、「２ 引当金の明

細」を記載することとなっているが、先ほどの財務諸表に対する注記に記載したため、省略してい

る。 

最後に、４５ページの平成３０年３月３１日現在の財産目録であるが、前段で説明した、貸借対

照表の明細書として、資産と負債のそれぞれについて詳細に記したものである。 

 説明は、以上である。 

 

 事務局からの提案説明後、審議に入った。その要旨は次のとおりである。 

剣持理事  第１点目として、市民文化会館とふるさと村の修繕は、専門性の高い技術等を必要と

するため、高額になるものが多いと思われるが、業者選定は入札等を実施しているのか。 

      第２点目として、施設の使用率について、練習室は９０％を超えており、その他のホ

ールについても高い使用率となっている。高い使用率が達成されていることは、喜ばし

いことであるが、一方で、利用者視点では、なかなか施設を予約できないという状況で

もある。施設の使用率としては、他市のホールと比較した場合、高すぎるということは

ないか。また、予約方法として、インターネット予約に対応していないのか。 

      第３点目として、ふるさと村について、様々なイベントを実施し、入場者数を増やし

ているが、イベントによっては、入場者数が１０人に満たないものもある。イベントの

広報等に課題はないか。 

神山事業課長 第１点目の契約関係について、ご指摘のとおり、ホールという施設の特性から、専

門的な技術を必要とする修繕・機器の調達等は、高額となる場合もある。ただし、修
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繕・工事等、規模の大きなものは、市で実施しており、複数社から見積もり合わせし、

業者選定していると聞いている。なお、ふるさと村についても、規模の大きな修繕は、

市で契約している。 

杉本管理担当係長 第１点目の補足として、平成２７年度に、三精テクノロジーズが大ホールの吊

物制御盤の工事を行った。この工事は、同社のみが持つプログラムが必要であったため、

特殊性の高いものとして特命随意契約とした。 

      第２点目として、使用率が高く、予約しにくい状況があるのではないかというご指摘

だが、練習室については、既存の練習室１～３が予約で空きがない場合は、予約状況を

考慮し、大ホール及び中ホールのリハーサル室を練習室の代用として貸出しするなど、

利用者の利便性に可能な限り配慮している。また、練習室・会議室については、WEB 上

で、空き状況の確認も含め対応している。他市における施設の使用率として、平成２７

年度を例に挙げると、小金井宮地楽器ホールは、施設全体で７８％、武蔵野市民文化会

館は、９０％、立川市のたましん RISURU ホールは、７９％である。小平市民文化会館

は８２％程度であるため、使用率は適正な範囲内であると考えている。 

神山事業課長 第３点目として、ふるさと村の参加事業については、ご指摘のとおり入場者が少数

であった企画もある。ふるさと村は、徒歩や自転車で来場される方を前提にしている施

設であるため、天候に大きく左右されることが原因の一つとして考えられる。ただし、

広報については、今後も拡大できる余地があると考えており、今年の３月から、SNS や、

フェイスブック、インスタグラム等、新たな広報媒体を活用し、情報発信の充実を図っ

ている。今後も多くの方に来場してもらえるよう努めていく。 

 

他に質疑はなく、教山議長が議案の承認を諮ったところ、全員異議なく、本案は原案どおり承認

された。 

 

(4) 報告事項 ステップアップ実行プログラムと数値目標について 

教山議長の求めに応じて、近藤事務局長から次のような説明があった。 

平成２９年度に取り組んだステップアップ実行プログラムの進捗状況、及び数値目標の達成状況

について、報告させていただく。まず、ステップアップ実行プログラムの進捗状況について、昨年

度の報告から進展があった項目を中心に説明する。まず、ルネこだいらと財団全般に関する取り組

み事項である。 

「項番３ 意向調査とその反映のレベルアップ」は、平成２９年１０月に各ホールや練習室等の

利用者を対象としたアンケートを実施し、意見・要望等を伺った。アンケートの結果からは概ね良

好な回答を得られることができた。今後も引き続き利用者の声を反映させた会館運営に努めていく。 

「項番１３ 地元アーティスト登録・派遣制度の構築」は、地元アーティスト登録制度の導入に

向けて、平成２９年３月発行のルネこだいら情報誌に「アーティストバンクこだいら」の登録者募

集記事を掲載し、登録者の募集を開始した。平成２９年度末現在では楽器演奏者を中心に７３組の

アーティストの登録がある。 

平成２９年度中のアーティスト利用件数は８件で、延１６組のアーティストが地域の様々な行事

で活動した。 
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「項番１４ 市民主催コンサートお手伝い事業の実施」は、平成２９年度から、「アーティスト

バンクこだいら」登録者の市民が主催するイベントへの派遣紹介を開始し、６団体へ延べ１０組の

アーティストを派遣した。 

「項番１６ 平櫛田中彫刻美術館との連携事業の実施」は、平成２９年８月１６日(水)から２１

日(月)の期間に、平櫛田中彫刻美術館と武蔵野美術大学との共催事業として「彫刻のアトリエをの

ぞいてみよう！木彫滞在制作&ワークショップ」と題し、ルネこだいら展示室において武蔵野美術

大学の学生６人が、彫刻作品制作の様子を一般に公開し、入場者は２３９人であった。会期中の１

９日(土)には、彫刻に関するワークショップを開催し４０人の参加者があった。 

「項番１９ 無料ロビーコンサートの開催や情報ロビーのさらなる活用」は、「アーティストバ

ンクこだいら」の登録者のうち５組を選考して、「２０１７ルネこだいら夏休みフェスタ」のロビ

ーコンサート企画に参加していただいた。 

「項番２１ 避難訓練付き公演の実施」は、平成２９年度は初めて中ホールを会場として、避難

訓練コンサートを実施した。公演中の地震・火災発生を想定し、お客様を避難誘導する訓練を小平

消防署の協力も得ながら実施し、職員のスキルアップを図った。 

「項番２２ ホームページ等の広告宣伝の充実」は、ツイッターにより、自主事業等に関してよ

りきめ細やかな情報発信に努めるとともに、平成２９年度からは、新たにフェイスブック、インス

タグラムによる情報発信を開始した。 

次ページからは、ふるさと村に関連した取り組み事項であるが、 

「項番３９ 他施設と連携した夏休み体験企画の実施」は、平成２９年度は、園内の建物燻蒸作

業を行っている「㈱茅葺屋根保存協会」と連携して、休園日行っている燻蒸作業の見学と説明を行

う「ふるさと村燻蒸体験会」を夏休み期間中に実施した。今後も継続して実施していきたいと考え

ている。 

次に、数値目標の達成状況について、説明をさせていただく。 

「数値目標１」、ルネこだいらの年間利用者数であるが、実績値は２７４，９１６人で、前年度

に比べ２，３２７人の増で、目標値に対する達成率は、１０２．０％であった。 

 吹奏楽フェスティバルが定着し、市内外の学校主催による演奏会が増え、また、ダンスの発表

会やアニメに関連したイベント等の開催などにより利用者が増えたものと捉えてる。 

「数値目標２」、ルネこだいらの施設使用率は、８２．２％となり、前年度と比べてと０．３ポ

イントの減となった。大・中ホール・会議室の利用は堅調だったが、レセプションホール・展示

室・和室の使用率が減少したため、全体としては使用率が減少した。 

「数値目標３」、ルネこだいらにおける自主事業のチケット販売率は、実績値が７６．３８％、

前年度と比べ０．１ポイントの増となった。チケットが完売した公演は、「美輪明宏ロマンティク

音楽会」や「四派よったり競演会」など、前年度実績の６本より２本増え、８本となった。また、

販売率が９０％を超える公演は昨年度と同数の１１本で、販売率もほぼ前年並みの結果となった。

販売率が低かった公演としては、1hourコンサートが低調であった。 

「数値目標４」、ルネこだいら友の会の会員数は、実績値が３，０９０人、前年度と比べ８５人

の増、目標値に対する達成率は、８８．３％となった。平成３０年１月２７日発売の「フジコ・ヘ

ミング・ピアノ・リサイタル」や平成２９年１２月２日発売の「清水ミチコ TALK&LIVE2018」のチ

ケット発売前に申込者が増えた。 
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「数値目標５」、ふるさと村の入場者数は、実績値が６１，９３９人、前年度と比べて３，６２

８人の減となった。市報やホームページ等の広報活動を積極的に行った結果、コミュニティ FM 局

やケーブルテレビ、民放テレビ局、地域情報紙などでふるさと村が取り上げられたことなどの効果

により、目標の５７，０００人は達成したが、夏季の猛暑や秋季の台風、冬季の低温などの影響で

昨年度実績を下回った。 

 

 事務局からの説明後、質疑に入った。その要旨は次のとおりである。 

剣持理事  第１点目として、「ボラモニターの導入」について、重要な意見等を吸い上げられる

取り組みだと思う。ここで得た利用者の要望等は、開示されているのか。 

      第２点目として、平成２８年に、小平市の文化振興の基本方針が改定されているが、

これを受け、財団にどのような影響があったのか実態など教えてほしい。 

神山事業課長 第１点目について、「ルネ鑑賞モニター」による意見交換会の内容や、提出された

レポートなどについては、これまで理事会では報告していない。「ルネ鑑賞モニター」

は、平成２８年度から開始し、平成２９年度で２年目となった。各年度、一般公募で選

ばれた１０名のモニターに、年間６回以上の自主事業を鑑賞してもらっている。公演終

了後に、鑑賞レポートの提出や、年間２回実施している意見交換会に参加してもらって

いる。鑑賞レポートについては、抜粋してホームページで公表している。なお、主な意

見としては、大ホールの２階席に上がりにくいなど、施設についての意見が多く寄せら

れている。これらの施設の構造に係わる意見については、大規模改修等で対応する旨の

回答をしている。その他の意見として、施設案内の表示や、チケットの座席表示が分か

りにくい等の意見があり、これらについては、案内掲示板を変更するなどし、すでに対

応済みである。利用者の視点で、課題が発掘されることもあり、対応状況等については、

報告できるよう準備していく。 

      第２点目について、小平市の文化振興の基本方針は、小平市の内部の会議で検討され、

内容が改定された。また、財団は、オブサーバーとして会議に参加し、意見を述べた。

財団としては、次期の指定管理者選定に係る提案書の中で、改定された内容と整合性が

取れるよう内容をまとめたので、次期の指定管理期間の事業運営の中で反映していく。 

剣持理事  「ボラモニター」のレポート等の中には、重要な意見も寄せられると思う。今後は、

ある程度まとまった段階で、理事会に内容を開示してほしい。 

篠宮理事  実行プログラムの「地元アーティスト登録・派遣制度の構築」について、どんな行事

に派遣しているのか、また、費用はどうしているのか。 

神山事業課長 派遣した行事としては、東部公園で開催された「こだいらオクトーバーフェスト」、

「みんなデパート」や、市内のデイサービス等にも複数団体を派遣した。費用について

は、アーティストにより異なり、無償・有償様々である。主催者が、無償を希望される

場合は、無償対応が可能な登録アーティストを紹介している。なお、費用については、

主催者とアーティストの当事者間で決められるため、財団では把握していない。 

剣持理事  数値目標について、年度ごとの結果を受け、見直しはしないのか。ふるさと村につい

ては、初年度で達成している。年度ごとの実績を受け、修正していくべきものではない

のか。 
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近藤事務局長 数値目標は、指定管理期間の５年間で達成できるよう掲げられたものであり、数値

目標の見直しは予定していない。項目によっては、すでに達成しているものもあるが、

次回の数値目標では、今回の達成状況を反映し、新たな目標を掲げていく。 

剣持理事  ルネこだいらの年間利用者数、ふるさと村の入場者数については、すでに目標を達成

しており、５年ごとの見直しはスパンが長いと思う。意見として、もう少し短期間での

見直しを入れ、新たな目標を再設定するやり方があってもよいと思う。 

 

他に質疑はなく、教山議長が議案の承認を諮ったところ、全員異議なく、本案は原案どおり承認

された。 

 

（5）協議事項 小平市民文化会館 小平ふるさと村指定管理者選定提案書（案）について 

教山議長の求めに応じて、近藤事務局長から次のような説明があった。 

続いて、「小平市民文化会館 小平ふるさと村指定管理者選定提案書（案）について」説明する。 

すでに報告のとおり、当財団としては、次期指定期間の指定管理者の選定を受けるべく、市へ提

出する提案書の作成の準備を進めている。本日説明する提案書は、前回の平成２９年度第３回定時

理事会で報告した際の意見を踏まえ、提案書の内容を修正した。なお、現在、小平市では、小平市

民文化会館及び小平ふるさと村における指定管理者の選定手続きを進めているところであるが、９

月下旬に審査委員会が開催される予定であり、本日の理事会で、提案書の内容等について承認をい

ただき、本番に向け準備を進めていきたいと考えている。それでは、説明に移る。提案書は内容が

多岐に渡るため、修正した点を中心に、説明させていただく。 

まず、第１点目である。「小平市民文化会館 小平ふるさと村指定管理者選定提案書（案）」の１

ページから２ページの目次、及び、Ａ３版の「指定管理者選定提案書概要（案）」である。第１章

から第６章まで章立てした構成となっているが、改めて、各章のタイトルと、記載内容が一致す

るよう、各章のタイトルを修正した。特に、第４章は、財団が次期指定管理期間に向けての基本

方針に掲げる３つのＤを柱とした提案内容となるため、第４章のタイトルを「次期指定管理期間

に向けての提案(平成３１年度～)」と、修正した。 

次に、第２点目である。「小平市民文化会館 小平ふるさと村指定管理者選定提案書（案）」の１

５ページである。第１章に、ふるさと村の施設管理について、新たな項番として追記した。また、

これに伴い、第１章の構成を第４章、第５章の構成と同様となるよう、市民文化会館と、ふるさ

と村をそれぞれ記載する形式に修正した。 

次に、第３点目である。提案書全体を通して、文字フォントの変更や、装飾フォントを活用し、

メリハリのある記載内容となるように修正した。さらに、視覚的にイメージが伝わり易くなるよ

う、記載内容に対応した写真を掲載した。 

また、その他の修正としては、誤字脱字の修正や、言葉の言い回しの修正などを、適宜行った。 

提案書としては、今日、示した内容を基本とし、今後、９月下旬の審査委員会に向け、必要に

応じて、一部修正・改善等を図っていく。説明は以上である。 

 

 事務局からの説明後、質疑に入った。その要旨は次のとおりである。 
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剣持理事  提案書の基本的な内容は良くなっているが、９月下旬に行われるプレゼンについて、

競合する事業者は現れる見通しなのか。また、競合事業者が現れるのであれば、提案書

の内容もその競合事業者を意識し、財団の優位性が伝わるものにする必要がある。 

近藤事務局長 競合事業者が現れるかを含め、指定管理者選定にかかるコンペがどのような形式で

行われるかは、現時点ではわからない。現在の提案書は、今の時点で財団としての思い

を集約した。 

剣持理事  他市の状況を見渡せば、民間事業者の施設運営が拡大しつつある。また、民間事業者

は、プレゼンの技術に長けている。民間事業者同士のコンペでは、競合事業者に応じて、

価格で勝負したり、事業内容で勝負したり、勝つための戦略を立てている。そうした点

を踏まえ、現時点の準備状況を伺いたい。 

神山事業課長 前回の理事会でも報告させていただいているが、これまで提案書の作成にあたり、

近隣の公共ホールを複数視察した。視察を通して、民間事業者と公益財団法人の運営の

違いが良くわかった。公益財団法人では、地域の文化団体や市民との連携が強く、地域

に根差した文化振興に力を入れている。一方、民間事業者はそうした連携については希

薄であることがわかった。こうした点は、小平市文化振興財団の強みであるため、提案

書の中には、大きく盛り込んでいる。また、今後、競合事業者が現れた際には、プレゼ

ンにおいても、そうした強みを強調していく。 

 

特に質疑はなく、教山議長が議案の承認を諮ったところ、全員異議なく、本案は原案どおり承認

された。 

 

（6）第２号議案「公益財団法人小平市文化振興財団平成３０年度第１回定時評議員会の招集につ 

いて」 

教山議長の求めに応じて、近藤事務局長から次のような説明があった。 

本案は、評議員会招集について、定款第１７条第１項の規定により、評議員会は、理事会の決議

に基づき、代表理事が招集することとなっていることから、その招集の承認決議を得るものである。

定款第８条第１項、２項において、先ほど、審議いただいた第１号議案については、理事会の決議

を経て、評議員会の承認を受けなければならないと規定されている。ついては、平成３０年６月１

９日 午前１０時から当館において、第１回定時評議員会を開催し、審議をお願いする予定である。 

 

特に質疑はなく、教山議長が議案の承認を諮ったところ、全員異議なく、本案は原案どおり承認

された。 

 

（7）その他 

益子総務担当係長から、今後の理事会日程について１２月に定時理事会を予定している旨の連絡

があった。 

 

午後３時２０分教山議長が閉会を宣言し会議は終了した。 

 


